
長久手市成人健診事業実施要綱  

 

（趣旨）  

第１条　この要綱は、市民の疾病の予防及び健康の保持増進に寄与す

ることを目的として、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第

１９条の２の規定に基づいて長久手市（以下「市」という。）が健康

増進事業として実施する検診及び健康診査及び市が実施するその他

の検診及び健康診査（以下「健診」という。）を適切に実施するため

に必要な事項を定める。  

　（健診の種類）  

第２条　市が実施する健診の種類及び内容は、別表第１のとおりとす

る。  

　（健診の対象者）  

第３条　健診の対象者は、本市に住所を有する者のうち、職域等で当

該健診を受診する機会のない者とし、対象年齢等は、別表第１のとお

りとする。  

２　前項の対象年齢の基準日は、各年度３月末日時点の年齢とする。  

３　第１項の規定に関わらず、当該健診による対象疾病で受療中又は

経過観察中の者は、原則として対象としないものとする。  

　（受診回数）  

第４条　健診を受診することができる回数は、健診の種類ごとに、同

一年度において１回とする。  

２　前項の規定に関わらず、子宮頸がん検診及び乳がん検診は、原則

２年度に１回とし、西暦偶数年度においては西暦偶数年生まれ、西暦

奇数年度においては西暦奇数年生まれの者を対象とする。ただし、対

象者のうち前年度に受診できなかった者は、受診できるものとする。 

３　第１項の規定に関わらず、胃がん検診（内視鏡検査）は、２年度に

１回とし、西暦偶数年度においては西暦偶数年生まれ、西暦奇数年度

においては西暦奇数年生まれの者を対象とする。なお、胃がん検診

（内視鏡検査）を受診した翌年度は、胃がん検診（内視鏡検査）及び



胃がん検診（X 線検査）を受診することはできないものとする。  

　（健診の実施方法）  

第５条　健診は、集団健診方式又は個別健診方式により行うものとす

る。  

２　市は、健診実施機関と十分に連携を図り健診を実施する。  

　（対象者への周知）  

第６条　市長は、第３条第１項に規定する対象者に対して、市広報誌

及び市ホームページ等により周知し、必要に応じて個別に通知する。 

　（受診方法）  

第７条　健診の受診を希望する者は、前条の規定により市が交付する

健診受診券を提示して、健診を受診するものとする。  

　（自己負担金）  

第８条　健診を受診する者は、当該健診に要する費用の一部（以下「自

己負担金」という。）を支払わなければならない。  

２　前項の規定により受診者が支払う自己負担金の額は、別表第２の

とおりとし、健診実施機関に支払うものとする。  

３　前項の規定に関わらず、集団健診において健診実施機関が自己負

担金の徴収業務ができない場合は、出納員が徴収する。  

４　第１項の規定に関わらず、次の各号に掲げるものの費用は無料と

する。  

　⑴　特定健康診査非対象者に対する一般健康診査  

　⑵　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平

成１０年法律第１１４号）第５３条の２第３項に規定する定期の

健康診断である結核健診  

　⑶　「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」対象者に

市が「がん検診無料クーポン券」を発行したがん検診。なお、この

場合、第４条第２項の規定に関わらず、前年度の受診状況によら

ず受診できるものとする。  

（自己負担金の免除）  

第９条　市長は、健診を受ける者が次の各号のいずれかに該当すると



認めるときは、前条第１項の規定にかかわらず、自己負担金を免除

することができる。  

⑴   生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯に
属する者  

⑵　市町村民税非課税世帯に属する者（当該年度分市民税の課税状

況による。ただし、健診受診時までに当該年度の市民税の課税状況

が判明しない場合は、前年度の課税状況による。なお、被扶養者は

非課税とみなす。）  

⑶　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）

第５０条第２号の規定により認定を受けた者。ただし、前立腺がん

検診及び歯周病検診では免除の対象としない。  

⑷　その他市長が必要と認めた者  

（免除手続）  

第１０条　前条第１号に該当する者は、健診受診の際に生活保護受給

証明書を提示することで、自己負担金の免除を受けることができる。 

２　前条第２号又は第４号に該当する者は、当該健診を受診する１０

日前までに健診自己負担金免除申請書（別記様式）を市長に提出し、

免除の承認を受けなければならない。ただし、事前に申請できなか

ったことにやむを得ない事情があると認められるときは、事後の申

請により自己負担金の返還を受けることができる。  

３　前条第３号に該当する者は、証明となるものを受診時に提示する

ことにより、自己負担金の免除を受けることができる。  

　（健診結果の通知及び事後指導）  

第１１条　健診実施機関は、健診結果について精密検査等の必要性の

有無を付し、速やかに受診者に通知する。  

２　健診実施機関は、精密検査又は医療が必要な受診者に対し、適切

な保健指導を行うものとする。ただし、集団健診方式の場合は、市が

必要な保健指導を行う。  

３　健診実施機関は、精密検査を実施又は精密検査結果を把握したと

きは、その結果を市に報告しなければならない。  



　（記録の整備等）  

第１２条　市は、健診の記録を整備、保存するとともに、各健診の精度

管理を行うため、精密検査の受診状況、結果について必要に応じて

追跡調査を行う。  

　（その他）  

第１３条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に

定める。  

附　則  

１　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

２　長久手市健康増進法に基づく検診等費用徴収要綱は、廃止する。　  

 

 

 



別表第１（第２条、第３条関係）  

 

 

 健診の種類 対象者

 肺がん検診  

結核健診

４０歳以上

 胃がん検診 ４０歳以上

 ５０歳以上

 大腸がん検診 ４０歳以上

 子宮頸がん検診 ２０歳以上女性

 乳がん検診 ４０歳以上女性

 前立腺がん検診  ５０歳以上男性

 肝炎ウイルス検診 ４０歳以上で過去に肝炎ウイルス検査を受けた

ことのない者

 一般健康診査 ４０歳以上かつ特定健康診査等の対象とならな

い者

 歯周病検診 ２０歳、２５歳、３０歳、３５歳、４０歳、４５

歳、５０歳、５５歳、６０歳、６５歳、７０歳、

７６歳、８０歳

 ３９歳以下健診 １６歳以上３９歳以下



別表第２（第８条関係）  

  （備考）この表に記載のない健診は、自己負担金を無料とする。

 健診の種類 実施方法 自己負担金

 健診受診年度末に

おける年齢が７０

歳以上の者

 肺がん検診 集団 ４００円 ０円

 個別 １，０００円 ０円

 胃がん検診 集団 １，２００円 ０円

 個別 ３．５００円 ０円

 大腸がん検診 集団 ４００円 ０円

 個別 ６００円 ０円

 子宮頸がん検診 集団 １，８００円 ０円

 個別 ２，０００円 ０円

 乳がん検診  集団 １，８００円 ０円

 個別 ２，０００円 ０円

 前立腺がん検診 集団 ５００円 ５００円

 個別 １，０００円 　　１，０００円

 肝炎ウイルス検診 集団 ６００円 ０円

 個別 １，０００円 円

 歯周病検診 個別 １，０００円 １，０００円

 ３９歳以下健診 集団 １，５００円 －



別記様式（第１０条関係）  

健診自己負担金免除申請書  

 

　　申請日  　　年　　月　　日  

　長久手市長あて  

　  

　長久手市成人健診事業実施要綱第１０条の規定により、次のとおり自己

負担金の免除を受けたいので申請します。 
　なお、申請事由にかかる要件（課税状況及び同一世帯員等）の調査について

は、成人健診事業担当課職員に委任します。 

 

 
申請者氏名

電話

番号

 
住所

〒　　　　　　　　　　　 
長久手市

 生年月日 年　　　月　　　日

 
受診予定の

健診

 受診予定日 年　　　月　　　日

 申請事由

 
同一世帯員の

氏名

氏名　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　 
 
氏名　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　

 □　宛名番号 □　本人確認ができる身分証明書の確認


